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令和元年度 

 

 
矢巾町と商工会では、毎年、町内の商工業に従事する永年勤続優良従業員の皆様を表彰していま

す。今年度は、令和２年５月２５日（月）午後４時（商工会通常総会終了後）から行いますので、

各事業所からのご推薦をお願いします。 
 

表彰の種別 対象者 推薦被表彰者数 
特別賦課金 

（事業所からご負担いただく額です） 

矢巾町長賞 

同一事業所に２５年

以上勤務した方で、過去

に商工会長賞を受賞し、

特に優良な従業員の方。 

 矢巾町全体で５

名。事業所において

２名以上推薦する

場合は順位をつけ

て推薦してくださ

い。 

１人当たり ７，０００円 

矢巾町商工会長賞 

 同一事業所に勤務し
ている年数が下記に該
当し、特に優良な従業員
の方。 
 
① ５年以上（女性のみ） 
② １０年以上 
③ １５年以上 
④ ２０年以上 

制限なし 

① ５年以上～ 
１０年未満 

１人当たり ３，０００円 

② １０年以上～ 
１５年未満 

１人当たり ４，０００円 
③ １５年以上～ 

  ２０年未満 
１人当たり ５，０００円 
④ ２０年以上 
１人当たり ６，０００円 

★申込みは、電話で受付し、折り返し推薦書を送りますので､必要事項をご記入の上、 

  FAX（６９７－５１１５）でご返信ください。 

※申込み締切日 令和２年４月３０日（木） 

令和２年度矢巾町商工会 

永年勤続優良従業員表彰式の開催に伴う被表彰者募集 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税・納付の猶予制度 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、「税金」「厚生年金保険料等」「労働保険料」の支払い

について、やむを得ず事業を休廃業した場合等の事情がある場合に、猶予制度が設けられることと

なりました。 

＜国税納付＞ 

 税務署に申請することにより、換価猶予が認められることがあります。 

 詳細については、税務署にお問合せ、または国税庁ホームページでご確認ください。 

＜厚生年金保険料等、労働保険料＞ 

 納付すべき保険料等の納期限から６カ月以内に管轄の年金事務所、労働局へ申請することによ

り、換価の猶予が認められる場合があります。 

 詳細については、厚生年金保険料等は年金事務所、労働保険料は岩手労働局にお問い合わせく

ださい。 


